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�愛媛県規則第２号
愛媛県核燃料税条例の施行期日を定める規則を次のように定める。

平成３１年１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県核燃料税条例の施行期日を定める規則

愛媛県核燃料税条例（平成３０年愛媛県条例第４８号）の施行期日は、平成３１年１月１６日とする。

�愛媛県規則第３号
愛媛県核燃料税条例施行規則を次のように定める。

平成３１年１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県核燃料税条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県核燃料税条例（平成３０年愛媛県条例第４８号。以下「条例」という。）第１０条、第１１条第２項、第１２条及び第１５

条の規定に基づき、核燃料税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

（書類の様式）

第２条 核燃料税の賦課徴収に関する次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

書 類 の 種 類 様 式

条例第１０条の規定による申告書及び条例第１１条第２項の規定による修正申告書 様式第１号

条例第１２条の規定による通知書兼納額告知書 様式第２号

２ 前項に定めるものを除くほか、核燃料税の賦課徴収に関する書類の様式は、愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第

３８号）第１条の表�の項、�の項、�の項及び�の項に規定するところによる。
附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成３１年１月１６日から施行する。

（愛媛県核燃料税条例施行規則の廃止）

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県核燃料税条例の施行期日を定める規則……………………………………………………………………………………………………………（税務課）……６

○ 愛媛県核燃料税条例施行規則………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……６

告 示

○ 地籍調査事業計画の公表……………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）……１８

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……１８

○ 保安林予定森林…………………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……１８

○ 保安林の指定施業要件の変更予定……………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……１８

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）………………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）……１９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……１９

公営企業公告

○ 感染性廃棄物処理業務（処分）の委託…………………………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）……１９

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第３０４２号 平成３１年１月１１日

平成３１年１月１１日金曜日 第３０４２号

愛 媛 県 報

６



２ 愛媛県核燃料税条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第５３号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３ 条例附則第４項又は第５項の規定の適用がある場合における様式第１号（その２）の規定の適用については、同様式（その２）中「使

用前事業者検査確認年月日等」とあるのは、「使用前検査合格年月日」とする。

４ 愛媛県核燃料税条例（平成２５年愛媛県条例第４３号）附則第５項の規定によりなおその効力を有することとされている同条例の規定に基

づく核燃料税の賦課徴収については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

７



様式第１号（第２条、附則第３項関係）

（その１）価額割用

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

８



（その２）出力割用

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

９



 

   

 
 

  
 

   

 
  

（その３）核燃料物質重量割用

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１０



様式第２号（第２条関係）

（その１）価額割用

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１１



愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１２



（その２）出力割用

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１３



愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１４



（その３）核燃料物質重量割用

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１５



愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１６



（その４）

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１７



告 示

�愛媛県告示第１０号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成３０年度の事業計画を、平成３０年１２月２１日次のとおり定めた。

平成３１年１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成３１年１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

大洲市 菅田の一部等２
単位区域

平成２８年度から
平成２９年度まで

大洲市（菅田及び
宇津の一部）の地
籍図及び地籍簿

大洲市 新谷第２５計画区 平成２８年度から
平成２９年度まで

大洲市（新谷の一
部）の地籍図及び
地籍簿

２ 認証年月日

平成３１年１月１１日

�������
�愛媛県告示第１２号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成３１年１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

松山市泊町２５７

２ 指定の目的

魚つき

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松山

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成３１年１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市丹原町楠窪４号１の１、４号１の３３から４号１の３５ま

で

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市丹原町楠窪４号１の１から４号１の７まで、４号１の

１３、４号１の１５から４号１の２０まで、４号１の２２から４号１の

２４まで、４号１の２７から４号１の２９まで、４号１の３１から４号

１の４２まで、４号７６の１から４号７６の６まで、４号７６の８から

４号７６の１１まで、４号７６の１３、４号７６の１５から４号７６の１７まで、

４号７６の１９、４号７６の２１、４号７６の２３から４号７６の２６まで、４

号７６の２８、４号７６の２９、４号７６の３５、４号７６の３７、４号７６の４０

から４号７６の４２まで、４号７６の４６、４号７６の４９から４号７６の６６

まで、４号７６の６８、４号７６の７０、４号７６の７１、９号５４、９号５７、

９号６０から９号６３まで

� 保安林として指定された目的

干害の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市

内宮地区の一部 平成３１年３月２０日まで 地籍調査

勝岡地区の一部 〃 〃

藤野地区 〃 〃

城山地区 〃 〃

西垣生地区（北
部） 〃 〃 （概況調査）

馬木地区の一部 平成３１年３月３１日まで 地籍調査

和気地区 〃 〃

南吉田地区の一部 〃 〃

恩地地区 〃 〃

大井野地区 〃 〃

上総地区 〃 〃

水口地区 〃 〃

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１８
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成３１年１月１１日

愛媛県立中央病院長 西 村 誠 明

１ 入札に付する事項

� 件名

感染性廃棄物処理業務委託（処分）

� 委託業務名及び予定数量

感染性廃棄物処分業務：約４，８００，０００リットル

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 委託期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市及び近隣市町にある処理施設に限る。

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の８パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２９年度か

ら平成３１年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する

資格を有すると認められ、かつ、「特定調達参加希望」の登録を

している業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の業務の実績を有し、委託業務について、

適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されていることを証明し

た者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務医事課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ５５２８

� 入札書の受領期限

平成３１年２月２７日（水）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

平成３１年１月１１日（金）から２月４日（月）までの執務時

間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時

３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成３１年２月２７日（水）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 管理棟４階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

�愛媛県告示第１４号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

西予市明浜町宮野浦甲１７６０番地先から

同町宮之浦甲１７６１番地先まで
旧 ５．０～６．０ ０．０５０

西予市明浜町宮野浦甲１７６０番２から

同町宮之浦甲１７４２番３まで
新 ５．０～１１．０ ０．０５０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市明浜町宮野浦甲１７６０番２から

同町宮之浦甲１７４２番３まで
平成３１年１月１１日

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

１９



日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た業務を履行できることを証明する書類を、平成３１年２月４

日（月）までの執務時間中に３�に掲げる場所に提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Disposal

of Infectious Waste for Ehime Prefectural Central Hospital，

approximately４，８００，０００ liters

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２７ February２０１９

� For further information，please contact： Accounting

Section，General and Medical Affairs Division，Secretariat，

Ehime Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，

Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext５５２８

平成３１年１月１１日 発行

愛 媛 県 報平成３１年１月１１日 第３０４２号

２０


